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⑴

　

令
和
５
年
５
月
25
日
、
農
道
巻
堀
線
巻
堀

橋
近
く
の
水
田
で
田
植
え
体
験
を
行
い
ま
し

た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
子
ど
も
た
ち
に
農
業

へ
関
心
を
持
っ
て
も
ら
お
う
と
、
巻
堀
小
学

校
か
ら
依
頼
が
あ
り
、
実
現
し
た
も
の
で
す
。

　

体
験
し
た
全
校
児
童
11
名
は
、
晴
天
の
青

空
の
下
、
真
剣
な
眼
差
し
で
、
農
業
委
員
や

地
元
農
家
か
ら
指
導
を
受
け
ま
し
た
。

　

児
童
は
靴
を
脱
い
で
田
ん
ぼ
へ
入
る
と
、

「
冷
た
い
！
」
な
ど
と
歓
声
を
あ
げ
、
水
田

に
真
っ
直
ぐ
に
張
ら
れ
た
ロ
ー
プ
を
目
印

に
、
横
一
列
に
並
び
、
息
を
揃
え
て
手
植
え

を
し
ま
し
た
。
体
験
し
た
児
童
は
「
真
っ
直

ぐ
並
べ
る
の
が
難
し
か
っ
た
」
と
、
農
作
業

の
大
変
さ
を
実
感
し
た
よ
う
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
機
械
を
使
っ
た
田
植
え
体
験
も

行
い
、
手
植
え
と
は
異
な
り
、
一
度
に
複
数

本
を
植
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
感
動
し

た
様
子
で
し
た
。

　

指
導
し
た
委
員
は
、
「
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を

き
っ
か
け
に
、
農
業
に
興
味
を
持
つ
子
が
増

え
れ
ば
嬉
し
い
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

（
巻
堀
地
区
調
査
会
）

地
元
の
小
学
生
と
、田
植
え
体
験

地
元
の
小
学
生
と
、田
植
え
体
験

〜〜 

農
業
に
興
味
を
〜

農
業
に
興
味
を
〜
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⑵

　

令
和
５
年
７
月
20
日
（
木
）
に

新
農
業
委
員
の
任
命
及
び
新
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
委
嘱
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

新
農
業
委
員
及
び
新
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

各
委
員
の
説
明

　

・
氏
名

　

・〔
地
区
調
査
会
名
〕

　

※
地
区
調
査
会
ご
と
に
氏
名

の
50
音
順
で
掲
載
し
て
い

ま
す
。

農
業
委
員
の
紹
介

農
業
委
員
の
紹
介

農
地
利
用
最
適
化

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
紹
介

推
進
委
員
の
紹
介

岩
いわ

崎
さき

隆
たかし

〔渋民地区〕

才
さい

川
かわ

洋
よう

子
こ

 〔飯岡地区〕

赤
あか

坂
さか

栄
さかえ

〔旧盛岡地区〕

嵯
さ

峨
が

忠
ただ

志
し

〔渋民地区〕

藤
ふじ

原
わら

栄
えい

作
さく

 〔飯岡地区〕

吉
よし

田
だ

晃
あきら

〔中野・簗川地区〕
齊
さい

藤
とう

英
ひで

則
のり

 〔厨川地区〕

佐
さ

々
さ

木
き

幹
みき

郎
ろう

〔旧盛岡地区〕

石
いし

川
かわ

始
はじめ

〔玉山・薮川地区〕

北
きた

田
だ

晴
はる

男
お

 〔乙部地区〕

下
しも

村
むら

隆
たか

光
みつ

〔本宮地区〕

大
おお

崎
さき

長
ちょう

市
いち

〔旧盛岡地区〕
袴
はかま

田
だ

敦
あつ

子
こ

〔旧盛岡地区〕

佐
さ

々
さ

木
き

幸
ゆき

久
ひさ

〔厨川地区〕

工
く

藤
どう

啓
けい

子
こ

〔玉山・薮川地区〕

鈴
すず

木
き

昭
あき

彦
ひこ

〔乙部地区〕

熊
くま

谷
がい

佐
さ

市
いち

〔太田地区〕

佐
さ

藤
とう

信
のぶ

弘
ひろ

〔厨川地区〕

藤
ふじ

澤
さわ

　みどり
〔中立者〕

髙
たか

橋
はし

志
ゆき

洋
ひろ

〔巻堀地区〕

中
なか

村
むら

久
ひさ

和
かず

  〔太田地区〕

佐
さ

々
さ

木
き

淳
じゅん

一
いち

〔中野・簗川地区〕

原
はら

弥
み

福
さき

〔巻堀地区〕

藤
ふじ

川
かわ

治
おさむ

〔見前地区〕



⑶

山
やま

本
もと

広
ひろ

明
あき

〔渋民地区〕
井
い

旗
はた

義
よし

三
ぞう

〔玉山・薮川地区〕
大
おお

坪
つぼ

春
はる

男
お

〔玉山・薮川地区〕

藤
ふじ

原
わら

覚
さとる

〔乙部地区〕
松
まつ

本
もと

正
まさ

勝
かつ

〔乙部地区〕
川
かわ

倉
くら

孝
たかし

〔巻堀地区〕
村
むら

山
やま

直
なお

和
かず

〔巻堀地区〕
荒
あら

屋
や

新
しん

一
いち

〔渋民地区〕
竹
たけ

田
だ

栄
えい

悦
えつ

〔渋民地区〕

小
お

笠
がさ

原
わら

哲
さとし

〔見前地区〕
藤
ふじ

澤
さわ

好
よし

尚
たか

〔見前地区〕
佐
さ

々
さ

木
き

紀
のり

子
こ

〔飯岡地区〕
中
なか

村
むら

義
よし

男
お

〔飯岡地区〕
内
うち

田
だ

昭
あき

男
お

〔乙部地区〕
髙
たか

屋
や

敷
しき

忠
ちゅう

助
すけ

〔乙部地区〕

吉
よし

田
だ

正
ただ

樹
き

〔中野・簗川地区〕
猿
さる

舘
だて

健
たつる

〔本宮地区〕
藤
ふじ

村
むら

芳
よし

雄
お

〔本宮地区〕
佐
さ

々
さ

木
き

重
しげ

喜
よし

〔太田地区〕
髙
たか

橋
はし

克
かつ

見
み

〔太田地区〕
中
なら

村
むら

廣
ひろ

美
み

〔太田地区〕

農
業
者
年
金
に

農
業
者
年
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か
！

加
入
し
ま
せ
ん
か
！

65
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
で
、
年
間
60
日
以
上

農
業
に
従
事
し
て
い
る
方
は
ど

な
た
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

（
60
歳
以
上
の
方
は
国
民
年
金

の
任
意
加
入
者
に
限
る
。
）

ご
相
談
は
農
業
委
員
会
事
務
局

ま
た
は
Ｊ
Ａ
へ
ど
う
ぞ
。

お
世
話
に

な
り
ま
し
た

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
次
の

方
々
が
退
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
域
の
農
地
利
用
関
係
の
調

整
や
農
業
問
題
の
相
談
役
と
し

て
ご
活
躍
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

農
業
委
員

　

・
下
川　

陽
子　

様

　

・
佐
々
木
昭
男　

様

　

・
北
田　

邦
男　

様

　

・
佐
々
木
忠
政　

様

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　

・
遠
藤　

直
身　

様

　

・
大
坪　

正
榮　

様

　

・
藤
澤　

哲
士　

様

　

・
猿
舘　

和
仕　

様

　

・
田
山　

邦
夫　

様

　

・
藤
村　

光
弘　

様



⑷

農地を売買・貸し借りをしたり、転用するときは、農地法に基づく手続きが必要です。
ご自身が所有する農地であっても、手続きをせずに、資材置場や駐車場にすることはできません。
次の場合は、農業委員会にご相談ください。
◉農地の売買・貸し借り
◉農地の相続
　農地を相続した方は、農業委員会へ届出が必要です。
※令和６年４月１日から、相続登記の申請は義務化されます！

◉農地の転用（農地を農地以外の目的で使用すること）
　① 農地の所有者が自分でその農地を転用する場合
　② 農地の所有者から農地を購入または借りて転用する場合
　　（例）資材置場、駐車場、砂利採取場などにする場合

　市では、地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する計画（地域計画）について、令和７年３月

末日までの策定・公表を目指しております。

　策定のために、農業委員会では、農地一筆ごとに将来の耕作者をイメージした「目標地図」の素案を作

成いたします。農業者の皆様や農地の所有者の皆様の、概ね10年後の農業経営を把握するための「農業

経営の意向に関する調査」を実施しますので、ご協力をお願いします。

　調査の詳細については、農業委員会事務局まで。

農地売買情報農地売買情報
No 農地の所在 地目 面積（a） 申出価格

売
　
渡

１ 乙部　　12地割 畑 30a 応談

２ 繫　　　尾入野 田 23a 応談

３ 上太田　上吉本 田 11a 応談

４ 羽場　　６地割 田 23a 応談

5 猪去　　畑中 田 27a 応談

買
受 6 太田地区 畑 50a 応談

 農地の売買、貸借のあっせん
等を希望される方は、随時相
談を受けています。
ご相談は、農地係まで。
（電話：019-601-5072）

忘れていませんか？ 手続きが必要です。

　農業委員会では、農地利用状況調査を実施していま
す。調査のため、農業委員等が農地に立入る場合があ
りますので、ご理解ご協力をお願いします。
　遊休農地化してしまうと、雑草・病害虫・有害鳥獣
が発生し、周辺農地や住民の生活環境に影響が及ぶ心
配があります。農地の適正な管理をお願いします。

　市内で農作業中の事故が発生しています。
　ほ場周辺の危険箇所を確認すること、機械作
業時はシートベルトとヘルメットを着用するこ
とで事故を未然に防ぎましょう。また、農業者
同士での声掛けをして、一緒に事故発生防止に
努めましょう。

農地パトロールを農地パトロールを
実施しています実施しています！！

『徹底しよう！『徹底しよう！

農業機械の転落・転倒対策』農業機械の転落・転倒対策』

「地域計画」作成に係る 「地域計画」作成に係る 経営意向調査経営意向調査 にご協力ください！ にご協力ください！


